
ハローワークの求職者に対する民間人材ビジネスのリーフレット配付（概要）
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《実施イメージ》

①希望する労働局
にﾘｰﾌﾚｯﾄ応募

②リーフレット
送付

③リーフレット
配付

④求職登録等

○求職者本人が職業相談窓口で民間人材ﾋﾞｼﾞﾈｽの利用を希望した場合などに、
民間人材ﾋﾞｼﾞﾈｽを紹介したﾘｰﾌﾚｯﾄを配付することにより民間人材ﾋﾞｼﾞﾈｽを案内。

○ ﾘｰﾌﾚｯﾄ配付を希望する民間人材ﾋﾞｼﾞﾈｽは、各労働局へ応募（10月18日から順次公募開始）。

※民間人材ビジネスから応募のあったリーフレットは、各労働局のホームページでも順次公開

※取り決め事項に
対する同意書を添付

内容が法令に抵触していないか、
求職者に誤解を招くような表現が
ないかチェック

※リーフレットと合わ
せて一覧表（リスト）
も送付

（
職
業
紹
介
事
業
者
・
労
働
者
派
遣
事
業
者
）


